
そのためには、ユニバーサルデザインに基づく製品、環境、計画及

びサー ビスの設計がなされるための、研究開発における具体的な指針

やガイ ドラインの策定、財政的支援、計画的普及のための措置を含む

体制の整備を図ることが必要である。

さらに、ユニバーサルデザインの普及とともに、障害者の補装具な

ど、そもそも特定の二,一 ズに応 じることが求められるものや、障害者

の日常生活や社会生活にとって障壁となるものを除去するためのバリ

アフリ下のための措置も、同時に講 じられなければならない。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 製品、環境、計画及びサー ビスの設計などに当たつては、可能な

限 りすべての人が利用できるようにするというユニバーサルデザイ

ンの理念が、施策に反映されるようにすること。 =

・ その際には、可能な限 り障害当事者が参画 し、その意見を踏まえ

たものとすること。

(基本法改正 に当た って政府 に求め る意見 )

○ (P)

11)公 共的施設のパ リア フ リー化

(推進会議の認識 )

1 障害者が、必要に応 じて、公共的施設、交通機関等 を円滑に利用で

|き るようにすることは、あらゆる権利行使の前提であり、障害者の日

1常 生活又は社会生活を営むうえで欠かす ことのできない切実な課題で

|あ る。

【国及び地方公共団体の責務 と地域間格差の解消】

公共的施設のバ リア フ リー においては、一定の進展はみ られ るもの

の、地方においては、バ リア フ リー新法の対象 となる規模 以上の建築

物 や施設等が大都市 よ りも少 ないため、結果 と して地方 にお ける整備

が進んでいない現状が ある。

今後の交通基本法 の法案内容 を視野 に入れなが らも、バ リア フ リー

新法 には責務の主体 と して 「国」、「地方公共団体」及び 「公共的施設

を設置す る事業者」が明記 されていることに留意 し、地方における公

共施設や交通機 関等のバ リア フ リー整備 の遅れ を解消す る ことが必要 |

である。そして、地域間格差の解消のため、整備対象施設の更なる範 |
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1国 の拡大も含めた効果的な方策が実施されなければならない。

|【 交通計画又は市町村の基本構想策定に必要な視点】

現在、検討 されている交通基本法 との関連 を踏まえ、国及び地方公

共団体による交通計画の策定やバ リア フ リー新法 に基づ く市町村の移

動等 円滑化基本構想の作成 口改定にあた っては、利用や移動が困難な

障害者の参画 を図 り、その意見 を尊重す ることが必要である。

【合理的配慮の位置 づけ】  「

国 は、公共的施設、交通機関等のバ リア フ リー化における最低基準

を示 して基盤整備 を行 うているところであるが、その最低基準 による

基盤整備 を してもなお、障害者の障害特性等 によって利用や移動に制

約が残 る個別的事案が生 じた場合 には、事業者が合理的配慮の提供 を

適切 に行 うことがで きるよ う、国及び地方公共団体は、必要 な技術的

又 は財政的支援 を講ず る ことが必要 である。

また、公共的施設や交通機関等の利用や移動における差別事案の解

決の在 り方 については、差別禁上部会での議論 を踏まえ、引き続 き推

進会議においても検討 を進める。

以上 を踏 まえ、基本法 には次の観点を盛 り込むべ きである。

口 国及び地方公共団体 は、地域間格差の実情 を踏まえ、地方 におけ

る公共施設や交通機関等のバ リアフ リー整備の促進 をよ リー層計画

的に推進す ること。

日 国及び地方公共 団体 における公共的施設、交通機 関等の整備 に関

す る計画の策定にあた つては、障害者の参画 と意見 を尊重 し、 当事

者 のニーズ を適切 に踏 まえた もの とす ること。

・ 国及び地方公共団体 は、合理的配慮 を確保す るために必要 な施策

を実施する こと。

(基本法改正に当た つて政府に求める意見 )

○ (P)

12)情報アクセス・ コミュニケTシ ョン保障

(推進会議の認識 )
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1 基本理念で述べた よ うに、 日常生活及び社会生活において、 多 くの

1障 害者が必要 な言語又はコ ミュニケー シ ョン手段 を使用す る ことに困

難を抱えているが そヾの問題の深刻さが省み られることは少なかつた。

それ故に、コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない者

と等 しく人権が保障されるために必要な措置が取られなければならな

い。

【必要とする言語及び多様なコミュニケーション手段の利用】

国及び地方公共団体は、すべての障害者に情報へのアクセスとコミ

ュニケーションを権利として保障するため、障害者が必要とする言語

及びコミュニケニション手段の利用を可能にする支援の確保やそれに

かかわる人材の養成等t必要な措置を講ずるべきである。

【災害時及び緊急時の情報と必要な支援の提供】

国及び地方公共団体は、自然災害・人為による災害などの災害時や、

交通事故等の緊急時には、通常の生活に重大な支障が生 じる、又は生

命に危険が及ぶあらゆる現象に関する情報 と、.こ れ らの支障や影響を

回避するための情報を障害者に提供 しなければならない (発 生場所、

規模、内容、今後の動向、避難ルー ト、避難場所、避難先で得 られる

情報保障の内容 (手 話通訳者の有無等 )、 医療や配給等の情報、交通情

報など)。

また、こうした情報を一方的に伝えるだけではなく、災害時及び緊

急時に障害者 と連絡を取 り、必要な支援を把握、提供 しなければなら

右にい。

【情報提供 における障害者の参加】

電気通信及 び放送その他の情報の提供に係 る役務の提供並 びにコン

ピュニ ターな どの情報通信機器の製造等 を行 う事業者 は、役務の提供

並びに機器の製造等の プロセスにおいて障害者の意見 を聴取す る機会

を設 け、 もって障害者 の利用の便宜 を図 るべ きである。

以上 を踏まえ、基本法 には次の観点 を盛 り込むべ きである。

・ 国及び地方公共団体 は、情報へのアクセス とコ ミュニケニ シ ョン

を保障す るため、障害者が必要 とす る言語及びコ ミュニケー シ ョン

手段 を利用で きるよ う必要 な措置 を講ず るべ きであること。

・ 国及 び地方公共団体は、災害時において、障害の特性 に対応 した

伝達手段によ り救急連絡等の必要な支援 を障害者 に提供できるよ う
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必要 な施策 を講ずること。

国及び地方公共団体は、事業者が障害者に障害のない人と同等の

情報を提供できるよう、必要な施策を講ずること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

〇 (P)

13)文化 ロスポーツ

(推進会議の認識 )

1 自由にスポーツ・文化に参加 し、これに貢献 し、又は楽 しむこと、

|そ して、 レクリエーション ロ余暇等を楽 しむことは、障害の有無にか

|かわ らず、すべての人の権利である。 しか しながら、障害者はその機

1会 へのアクセスを欠き、排除されることもある。また、文化やスポー

ツは贅沢なものであり、障害者の享受には制限があつても仕方がない、

というような社会的通念もあるが、これ らは変えていかなければなら

ない。

現行の基本法には「障害者の文化的意欲を満た し、若 しくは障害者

に文化的意欲を起こさせ」とあるが、障害者は文化的意欲が乏 しいと

いう想定で支援 しなければならないとも受け取られかねない表現にな

つている。む しろ、障害者が文化・スポニツ等に参加、貢献する主体

であることを前提とした表現に改めるべきである。

【スポーツについて】                ・

障害者がスポーツを楽 しもうとする場合に、物理的バリアのため施

設を利用できない、精神障害を理由に施設の利用が拒否される、車椅

子利用であ、るために一般の市民マラソン大会への参加を拒否される等

の実態がある。

たとえば、スポーツヘの参加資格が問われない場合、又は参加資格
が必要ではあるが参加資格を満たす場合において、障害に基づいて参
加が拒否された り、合理的配慮の提供が当該競技の本質を害すること

がないにもかかわらず提供されないことで、参加ができないなどの差

別があってはならない。

また、国際 レベルの大会に出場できるアスリー トであつても海外等

で長期の遠征に行 く際に費用の問題や職場の理解を得られないなどの

ために、競技を断念せざるを得ないこともある。

しか しながら、障害の有無に関わ らず、スポーツに参加する機会は

平等に与えられるべきであり、障害のある人も障害のない人も共にス
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ポーツを観戦 したり、参加できるようにしなければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである。

日 国又は地方公共団体は、障害者が差別なく、スポーツに参加でき

る機会を有することができるように、官民の施設整備やスポーツ大

会等の運営に当たつて合響的配慮が行われるようにするなど、必要

な環境整備を行い、障害者スポーツの振興を図る。
.

・ 国又は地方公共団体は、特に競技性の高い障害者スポーツについ

ては、競技スポニツとしてのT般への周知 口理解を広め、これを育

成するために必要な措置を講ずる。

・ 国又は地方公共団体は、障害者がスポーツに触れる機会を増や し、

スポーツを行う障害者の裾野を広げるために、障害者スポーツの指

導者の育成等必要な措置を講ずる。

【文部科学省・厚生労働省】

【文化等について】

障害者が文化、余暇、レクリエーション等を享受しようとする場合

に、物理的バ リアのため施設やその機会を利用できない、映画の字幕

など情報保障の欠如のために文化作品等を鑑賞できない、文化施設等

までの交通アクセスが整備されていない等の実態があるため、障害の

ある人が障害のない人と同等に文化、余暇、レクリエーション等を享

受できるようにする必要がある。また、障害者が芸術「文化活動等創

造的な分野で活動ができるような支援や環境整備も必要である。

このような観点から、以下を実施すべきである。

・ 美術館や 博物館 における字幕や音声解説の普及、鑑賞 しやす い展

示方法の改善や劇場 での補聴援助 システム等の整備 などとともに、

国内の文イビ的に重要な記念物及び遺跡、歴史的建造物への障害者の

アクセスについて、どのような不都合が生 じているかについての実

態を把握 し、可能な限 り障害者の利用への配慮を行 うなど、鑑賞し

やすい環境整備が行われるように必要な支援を行う。

【文部科学省 口関係省庁】

|・ 第一次意見

I Dへ の字幕付

| れるように必

における情報バ リアフ リーの一環 と して、映画、 DV
与等について、障害のある人に対す る情報保障が行わ

要な環境整備 を図る。
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【関係省庁】

【スポニ~ツ
・文化等のいずれにもかかわる点IFつ いて】

障害者が障害のない人と同等にスポーツに参加 した り、観戦を楽 し

んだ り、又は、文化活動に参加 した り、文化等を享受するためには、

そもそもこれ らの機会にアクセスできなければならない。

このような観点から、以下を実施すべきである:

, 移動支援、身体介助、コミュニケ下シヨン支援などの福祉的支援

は障害者がスポーツ・文化等を享受するために不可欠であることか

らt平成 23年末を目途に総合福祉部会において進められている福祉

的支援の在 り方の検討に当たつては、こうした観点も踏まえた検討

を行う。

【厚生労働省】

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

障害者 は、文化、スポー ツ、 レク レー シ ョン、余暇に参加 し、 こ

れ に貢献 し、 これ らを楽 しむ権利が あることを確認す ること。

障害者 は文化的意欲が乏 しいので意欲 を喚起 させなけれ ばな らな

い との誤解 を招 きかねない現行の「障害者 に文化的意欲 を起 こさせ」

とい う表現 は用 いないことと し、障害者が文化 を創造 し、貢献す る

主体 であることを前提 に した表現 を用いること。

(政府 に求める今後の取組 に関す る意見 )

○ (P)

(基本法改正 に当た って政府 に求める意見 )

○ (P)

14)所 得保障

(推 進会議の認識 )

人の生活を賄う所得は一般的には就労による所得と年金や手当など

に大きく依存している。

しかし、障害者の場合、就労に関しては、障害者雇用促進法に基づ

く一般就労における法定雇用率自体が一度も守られたためしがなく、
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1働 く希望を有 している障害者に法制度自体が応えられていない現状が

|あ る。

また、障害者自立支援法に基づく、就労継続支援 B型 において得ら

れる工賃も月額 1万 3千 円程度である。
―さらに、障害基礎年金は、長年の労働による財産の蓄積が期待でき

ないにもかかわらず、保険方式を原則とする年金制度においては例外

的地位なるがゆえに、老齢基礎年金を基本とした給付設計となつてお

り、障害者の生活実態を踏まえた住宅にかかる費用や障害ゆえに追加

的に必要な費用を補填できる内容とはなつていない。

このような法制度の中で、障害者の所得の実態は、きわめて厳しい

状況に置かれている。例えば、 「́仕事あり」の比率において、障害男

女とも、それぞれ、男性全体、女性全体の半分以下である。また、単

身世帯での賃金、工賃、障害基礎年金、手当等も含む総収入を比較す

ると、障害男性の年収平均は、男性全体の半分以下の約 180万 円、

障害女性の年収平均は女性全体の 3分の 1程 度の約 92万 円となつて

いる  ( *) 2。

障害者 も含 めてすべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活 を営

む権利 を有す る ところ、以上の状況か らみ ると障害者が単 身で暮 らそ

うと しても、 日常生活に必要 な所得 を就労や年金 によることが困難な

状況 に置かれ て いることは明 白であ り、逆に言 えば、家族 に依存 した

生活 文は施設 や病院で暮 らさざるを得ない状況にある ことがわか る。

【公的年金制度改革における検討】

第一次意見にあるように、多くの障害者が国民一般の所得水準に達

していない現状を踏まえ、障害者が障害のない者と同等に地域社会で

自立 した生活を営むことができるよう政府において平成 25年常会に

法案提出を予定 している新たな年金制度創設に向けた議論と併せて、

障害者が地域社会において自立 した生活を営むために必要な所得保障

の在 り方について、給付水準と負担、並びに稼働所得 との調整の在 り

方を含めて検討を行うべきである。

基本法においては、地域社会で生活するに足 りる所得保障の一環と

して、稼働所得の実態を前提とする年金施策が取 り組まれるべき旨を

反映すべきである。

2『 障害者生活実態調査』 (勝 又幸子・他 2008『 障害者の所得保障 と自立支援背

策に関する調査研究 平成 17-19年 度調査報告書・平成 19年度総括研究報告書』

国立社会保障 。人 口問題研究所 )
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【無年金障害者の所得保障】

同 じく、第一次意見にあるように、国民年金制度の発展過程におい

て生 じた特別な事情等により、障害基礎年金の支給対象か ら除外され

ている無年金障害者 (20歳 以前の初診日認定ができない者、国籍条項

撤廃時 (1982(昭 和 57)年 )に 20歳 以上の在日外国人障害者等)が、

現在多数存在 している。

このような現状を受けて、学生無年金障害者等を福祉的措置によつ

て救済するために設けられた「特別障害給付金」の給付対象範囲の拡

大を含め、無年金障害者の困窮状態の改善を図る措置を早急に講ずる

べきである。       .
基本法においては、地域社会で生活するに足 りる所得保障の二環と

して、無年金障害者′の救済を含みうる形で、手当などの施策が取 り組

まれるよう反映されねばならない。

【経済的負担等の軽減】

住宅にかかる費用や障害ゆえに追加的に必要な費用等に関 して、国

及び地方公共団体は、障害者の地域社会で生活する権利を促進 し、そ

の自立を支援するために、障害者及び障害者を介助する親族等の経済

的負担の軽減を図らねばならない。

その中でも大きな問題として提起された障害福祉サー ビスにおける

利用者負担の問題は、自立支援医療も含めて、応益負担を廃止するこ

とを前提に、総合福祉部会の議論を踏まえて、利用にかかる負担の在

り方を引き続き検討 しなければならない。

また、現行の経済的負担の軽減を図るための税制上の措置について

は、その有効性を検討するべきである。

公共交通機関や公共的施設の利用料等の減免については、距離等の

制限を見直 して日常生活に有効に機能するよう是正に努める。

さらに、これ らの軽減措置において、障害種別に基づく格差はなく

さなければならない。

したがって、基本法においては、国及び地方公共団体は、障害者の

自立支援の観点から、障害の種別にかかわ りなく障害者及び障害者を

介助する親族の経済的負担の軽減を図るため、有効な税制上の措置、

日常的に必要な公共交通機関や公共的施設の利用料等の減免だけでな

く、日常生活又は社会生活上必要な住宅にかかる費用や障害ゆえに追

加的に必要な費用に関しても軽減措置を図るべき旨を反映すべきであ

る。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。
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菫 地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、稼働所得の
|

実態 を前提 とす る年金施策が行われ ること。

‐ 地域社会で生活するに足りる所得保障の一環として、無年金障害

者の救済を含みうる形で、現行規定の手当などの施策が行われるこ

と き

・ 国及び地方公共団体は、障害者の自立支援の観点から、障害の種

別にかかわりなく障害者及び障害者を介助する親族の経済的負担の

軽減を図るため、有効な税制上め措置、住宅にかかる費用や障害ゆ

えに追加的に必要な費用等に関して軽減措置を講ずること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見)

○ (P)

15)政治参加 ‐

(推進会議の認識 )

|~面藩蓼茄あ商蓄ぼI頂薫石蔦T~薦曹あ百る菖菖あ蔦蚕薦動
~:~藤

曹著
‐
1

の政治活動への参加、議会や政治に関す る情報保障、公的活動への参 |

加等、幅広 い分野 に及 び、多 くの課題 を抱 えている。

|た とえば、成年被後見人は、公職選挙法における欠格条項により選挙

1権 ・被選挙権を奪われ、国や地方公共団体の関連する審議会や検討会

への参画にあたつて、障害の特性や二=ズによる合理的配慮が行われ

ないことによつて、公的活動への参加の機会が奪われるなど、政治参

加にかかわる障害に基づく制限や排除、又は欠格条項の問題は、障害

に基づく差別の問題 として、今後、:差別禁止部会での議論を踏まえ、

引き続き推進会議において検討を準めることが必要である。

選挙等に関する情報提供や投票行為にかかる環境整備については、

選挙公報に関する平易な内容の選挙公報や点字又は録音テープが十分

にいきわたつていないこと、政見放送の手話や字幕が国政や地方選挙

で十分に確保されていないこと、又は重度の在宅障害者等が対象にな

る郵便投票が「自筆」を条件としていることや投票所までの又は投票

所内のアクセスや必要な配慮の確保など:多 くの不備が指摘されてい

る。

【選挙等に関する情報提供と投票のための必要な体制の整備】

国及び地方公共団体は、法律の定めるところにより行われる選挙、

国民審査又は投票において、障害者が障害者でない者 と同等に容易に
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必要な情報が提供され、投票することができる条件整備が必要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

,選 挙等に関する情報の提供と投票に関 してt障害者の特性に配慮

した必要な体制を整備すること。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

16)司法手続ヽ

(推進会議の認識 )

刑事訴訟手続きや民事訴訟手続きを始めとする司法手続きにおいて

は、障害があるために意思表示や理解め面で制約を受けている人に対

する配慮が、著しく欠けているとの指摘がある。例えば捜査段階にお

いては、逮捕状の内容や黙秘権などにういて取調べ者が二般的な説明

しか しないたあ、1障害者は何を言われているのか理解できず、有効・

適切に自己防衛することができないことが多い。公訴、公判、刑の執

行、拘禁施設全般にわたつても同様で、障害のある被疑者が意思表示

等の面でどのような困難さをもつているかを把握、留意するという過

程は全くないという指摘がある。

民事手続においてもt口 頭弁論手続のみならず、尋間や証拠調べ手

続き、さらには、判決等の手続きにおいても、手続き上の配慮がある

とは言い難い。

さ らに、民事訴訟手続や刑事訴訟手続等 における障害者の コ ミュニ

ケー シ ョンの確保のために必要な人的、物理的支援に係 る費用につい

て も、障害のない人の場合 と比較 して不利益 を負 う状況にある。

以上のよ うな状況 を踏 まえ、障害者への司法手続 き上の手続的適正

を確保 し、 もつてその権利 を保障す るための措置 を講ず ることが必要

で ある。

【司法に係る手続と必要な配慮】                |
国及び地方公共団体は、障害者が被疑者、被告人、受刑者等の直接

|

の当事者の場合において、少年事件の手続き、捜査 (取 調べ、実況見
|

分、逮捕等 )、 公半1、 判決、刑の執行、受刑を含む拘禁手続き:民事事
|

件における口頭弁論、証拠調べや判決手続き等、手続き全般にわたつ
|

て、障害者の特性に応 じた手続き上の配慮が必要であり、そのために
|

必要な措置を取 らなければならないが、障害者が参考人、証人、裁判
|
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員、傍聴者など間接的な関わり

行われなければならない。

を持つ場合においても、同様の措置が
|

【コミュニケーション手段等の確保措置】

国及び地方公共団体は、上記手続き上の配慮、特に障害者が必要と

する適切なコミュニケーション手段等を確保するための措置を講ずる

と同時に、これ らのコミュニケーション手段等についての情報を、障

害者に告知するべきである。このコミュニケーション手段等には、手

話通訳者、要約筆記者、盲ろう通訳者、1知 的障害者等への説明者等の

立会いによる情報保障を含み、司法機関としてこれ らの者への研修を

行うべきである。

【司法関係者に対する研修】

国及び地方公共団体は、司法手続きに係る関係職員 (警 察官及び刑

務官を含む。)に 対 して、障害の理解及び必要とされる手続き上の配慮

に関 して、研修を行うべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

司法手続 において、障害者が必要 とす る手続 き上の配慮、特に適

切 な コ ミュニ ケー シ ョン手段等 を確 保す るための措置 を講ず る こ

と。

口 司法手続 に係 る関係職 員 (警 察官及び刑務官 を含む。)に 対 して、

障害の理解及 び必要 とされ る手続 き上の配慮 に関 して研修 を行 うこ

と。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

17)国際協 力

(推進会議の認識 )

日本 は、第 1次 及び第 2次「アジア太平洋障害者の十年(1998-2002、
|

2003-2012)の 提唱国 と して、NGO等 と協力 しつつ、アジア太平洋にお |

ける障害分野の国際協力に積極的に貢献 してきており、諸外国からも
|

高い評価を受けている。今後も国連アジア太平洋経済社会委員会  |
(ESCAP)を 中心に、更に積極的な役割を期待されている。日本は、 |

障害分野での国際協力について、法的には直接的な規定を有 していな
|
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いが、障害者権 利1条約 は国際協力の必要性 をうた つてお り、障害分野 |

における国際協 力を促進す るためには、基本法 に、国際協力に関する
|

取 り組み を行 う旨を盛 り込む必要が あるべ きことを明記す る必要が |

ある。

また、国際協力においては、障害に.特 化 した国際協力事業だけでな

く、あらゆる国際協力事業について障害者が受益者 となりうるようア

クセシビリティの確保等を重視するべきである:そ の際、外国政府や

国際機関だけでなく、NGO等、特に障害者の組織と共同して取 り組む

ことが重要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害分野における国際協力に必要な取組を行 うこと。

・ 外国政府、国際機関又は障害者の組織を含む民間団体との相互協

力に基づいて、障害分野の国際協力を行うこと。

(基本法改正 に当た つて政府に求める意見 )

○ (P)

4.推 進体制

1)組 織

(推進会議の認識 )

締約国に対 して、自国の法律上及び行政上の制度 に従 い、この条約

の実施 を監視す るための枠組み を自国内において維持 口強化・設置

することなどを要請 している。

(国 )

中央障害者施―策推進協議会及び推進会議を発展的に改組 し、障害当

事者、学識経験者等で構成する審議会組織を新たに内閣府に設置すべ

きである。

(地方 )

各都道府県等の障害者施策の詳細を把握できないことや、実態を踏

まえた実効性のある都道府県障害者計画を策定し、地方においても障

害者権利条約の理念を実現していくためには、地方における施策の実
|
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の権限を強化することが必要である。

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

2)所掌事務  ‐

|(推進会議の認識 )
i--------------

;itFf+st5l j

(国 )

国に置かれ る審議会組織 は、障害者施策の確実 な実施 を図るため、

以下の事務を担 う必要がある。

・ 障害者基本計画策定の際の意見具申を行うこと

口 障害者に関する基本的な政策に関する調査審議を行うこと ´

=障 害者に関する施策の実施状況を監視 し、必要に応 じて関係各大

臣に勧告を行 うこと

改革集中期間内にあつては、これらに加えて、障害者制度の集中的

な改革の推進のため、必要な調査審議を行うとともに、関係大臣に意

見を述べ られるようにするべきである。

また、調査審議を実効あるものとするため、関係各大臣に資料の提

出や説明など必要な協力を求めることや、意見具申を行えるようにす

ることが必要である。

加えて、地方における障害者施策の推進状況を的確に把握するため、

地方の監視機関に対 して、施策の実施状況の報告を求めることができ

るようにするべきである。

(地方 )

地方に置かれる審議会組織は、地方における障害者施策の実施を図

り、権利条約の理念を実現するため、現行の事務に加えて、以下の事

務を新たに担 う必要がある。

“ 施策の実施状況の監視事務 を行 うこと

(基本法改正に当たつて政府に求める意見 )

○ (P)

Ⅱ.「 障害Jの表記

(推進会議の認識 )

|【 作業チームの設置】
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推進会議は、「障害」の表記に関する作業チームを設置し、「障害」

のほか、「障碍」、「障がい」、「チャレンジド」等の様々な見解があるこ

とを踏まえ、それぞれの表記を採用している障害者団体、地方公共団

体、企業、マスメディア、学識経験者等 10名 から、その考え方や運

用状況等についてヒアリングを行うとともに、障害団体関係者も含む

一般からの意見募集を実施した。同作業チームによる報告を受けた推

進会議はその報告に基づき、現時点における考え方の整理と今後の課

題について検討を行い、以下のことを確認 した。

【表記問題に対する結論】

「障害」の表記については、様々な主体がそれぞれの考えに基づき、

様々な表記を用いており、法令等における「障害」の表記について、

見解の一致をみなかつた現時点において新たに特定の表記に決定する
t

ことは困難 であると判断せ ざるを得ない。

他方で、 この度の様 々な関係者、有識者か らの ビア リング等 を通 じ

て、 これまで明 らかになつていなか つた検討課題や論 点も浮かび上が

って きてお り、今 後 「障害」の表記に関す る議論 を進 めるに当たつて

は、以下の観点が必要 と考え られ る。

3 「障害 (者 )」 の表記は、障害のある当事者 (家 族 を含む。)の ア

イデ ンテ ィテ ィと密接な関係が あるので、 当事者が どのよ うな呼称

や表記 を望んでいるかに配慮す ること。

口 「障害」の表記 を社会モデルの観点か ら検討 して い くに当た つて

は、障害者権利条約 における障害者 (persons with diSabilities)

の考え方、 ICF(国 際生活機能分類)の 障害概念、及び障害学に

おける表記に関する議論等との整合性に配慮すること。

これ らを踏まえ、法令等における「障害Jの 表記については、当面、

現状の「障害」を用いることとし、今後、制度改革の集中期間内を目

途に一定の結論を得ることを目指すべきである。

【今後の課題】

今後の取 り組みとして、具体的には、以下の取 り組みが重要であ

るが、その際、障害は様々な障壁との相互作用によつて生ずるもの

であるという障害者権利条約の考え方を念頭に置きつつ、それぞれ

の表記に関する考え方を国民に広 く紹介 し、各界各層の議論を喚起

するとともに、その動向やそれぞれの表記の普及状況等を注視 しな

| がら、今後、更に推進会議においても検討を進め、意見集約を図つ
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ていく必要がある。

以上を踏まえて、次のことを行うべきである。

・ 各種シンポジウムや障害者週間等の啓発事業を通じて、「障害」の

それぞれの表記に関する議論を紹介するとともに、幅広く様々な主

体 における議論 を喚起 してぃ くこと。

・ 「障害」のそれぞれの表記の普及状況につし`て、定期的に調査を

行うなど、その把握に努めること。

|・ 近年、由会においそも「障害」の表記あ在 り方に関する議論が度々
|

| なされてお り、このような動向も注視 しつつ検討を進めること。  |
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